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改定前後の点数については、搬送元が算定するものをオレンジ、受入先が算定するものをブルーで示しています。
改定前は、搬送元または受入先のいずれかの医師・看護師・救急救命士が同乗し、搬送元または受入先の救急車で搬送した場合に、搬
送元が算定する仕組みでした。対象は入院3日目までの患者で、搬送したタイミングに応じて1,800点から600点までの４段階の点数が
設定されていました。
改定後は、受入先にも点数が設定されました。搬送元・受入先の双方に高い点数と低い点数の２段階の点数が設けられ、同乗者を出した
医療機関が高い方の点数を、同乗者を出さなかった医療機関が低い方の点数を算定する仕組みとなっています。グラフ上端に示した数値
は、搬送元と受入先を合算した点数です。いずれかが同乗者を出していれば、合計点数は改定前を上回る設定となっています。さらに、い
ずれかの医療機関が同乗者を出した場合には、搬送に要した時間が30分を超えた際に長時間加算700点が算定可能となりました。一方、
どちらの医療機関も同乗者を出さなかった場合であっても点数が設定されています。車両のみを出した場合や、患者搬送業者の車両を使
用した場合などが該当し、この場合は搬送元・受入先ともに、２段階のうち低い方の点数を算定します。なお、搬送元が同乗者を出す場合
において、①の「入院中の患者以外」の患者の点数は、改定前から大きく引き上げられています。入院前段階における下り搬送を特に高く
評価する改定といえますが、これを適切に実施するためには、検査や画像診断を含めた迅速かつ正確な診断体制が求められます。
今回の改定では受入先にも点数が設定されたことから、候補リストに掲載される医療機関と事前に協議し、時間帯や患者の状態などに応
じて、どちらが同乗者を出すかといった優先パターンを受入先ごとに決めておくことも、実務上有効と考えられます。

出典：厚労省ホームページ　令和８年度診療報酬改定について　個別改定項目について
　https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf　より作成

2024年度改定で新設された救急患者連携搬送料は、三次救急医療機関など地域の救急医療の中心となる施設において、退院困難な軽
症～中等症患者の搬送によって病床が逼迫し、本来の役割である重症患者の受け入れが困難になる事態を軽減することを目的としてい
ます。
具体的には、救急搬送受入件数が年間2,000件以上の医療機関が、救急外来を受診した患者または入院3日目までの患者について、医
師・看護師・救急救命士のいずれかが同乗し、自院または転送先の救急車を用いて、あらかじめ作成した受入先候補病院リストに掲載さ
れた医療機関へ転院搬送した場合に算定できる点数であり、救急患者のいわゆる「下り搬送」を評価するものです。
2026年度改定では、図の右下に示すように、医師・看護師・救急救命士が同乗しない場合の点数や、自院または搬送先の救急車以外を
使用した場合の点数に加え、受入先医療機関が算定する点数が新たに設定されました。さらに、長時間加算が新設されるなど、下り搬送
に対する評価は一段と拡充されることとなりました。

救急患者連携搬送料の改定ポイント（2026年度改定） 救急患者連携搬送料の改定内容

救急における連携関係

軽症～重症患者

救急搬送受入
年間2000以上病院

「救急患者連携搬送料」 
（2024年度新設）

2026年度改定

【受入先候補病院リスト】
① 〇〇市民病院
② 済生会〇〇病院
③ 〇〇会××病院
④ △△記念病院
⑤ ・ ・・・

改定前 改定後

◆ 入院3日目までの患者を

◆  医師・看護師又は救急救

命士が同乗して

◆  自院あるいは搬送先の 

救急車で搬送すれば

◆ 搬送元の病院が算定
◆ いずれかが同乗者出す
◆ 搬送元or受入先の車
◆ 算定は搬送元のみ

出典：厚労省ホームページ令和８
年度診療報酬改定について医科点
数表 https://www.mhlw.go.jp/

content/12400000/001665292.

pdfより作成

◆ 搬送元が同乗者出す
◆ 搬送元or受入先の車

◆ 受入先が同乗者出す
◆ 搬送元or受入先の車

◆ 同乗者出さない
◆  搬送元or受入先or 

患者搬送業者の車

← 同乗しない場合の点数を

　 設定（点数を２段階に）

← 患者搬送事業者等の

　 搬送車での点数も設定

← 受入先にも点数を設定

「長時間加算」を新設

地域の救急病院

下り搬送重
症
患
者
等

軽
症
・
中
等
症

患
者 ※  特定機能病院 

救命救急センター 

急性期総合体制加算 

届出病院を除く 

① 1,800点
② 1,200点
③  800点
④  600点
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下り
搬送

受入先：
候補リストに
掲載された
病院※

搬送元：

救急搬送受入

2000以上病院

長時間加算（30分以上）700点

入院中の患者以外の場合
の点数が大幅増点

①：入院中の患者以外の患者の場合

②：入院１日目の患者の場合

③：入院２日目の患者の場合

④：入院３日目の患者の場合

搬送元が算定

受入先が算定

① 2,400点
② 1,200点
③  800点
④  600点

① 1,000点
②  500点
③  350点
④  200点

200点 200点800点

① 1,000点
②  500点
③  350点
④  200点
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救急外来に関する点数についても、大きな再編が行われました。全体として算定対象が拡大され、新設された点数もあります。本ページ
では主な変更内容を一覧で示し、患者ごとの合計点数の変化については、６ページで示します。
救急搬送された場合と、それ以外（いわゆるウオークイン）の場合がありますが、まず図の上半分、救急搬送の場合について見ていきます。
改定前は夜間・土曜・休日のみが対象であった「夜間休日救急搬送医学管理料」は、名称から「夜間休日」が外れ「救急搬送医学管理料」
となり、平日日中も算定対象となりました。また、改定前は初診患者に限定されていましたが、改定後は再診患者も対象となっています。点
数は１・２・３の３段階で設定されていますが、これには病院の体制や実績を要件とする施設基準が設けられています。これについては、
次ページで詳しく示します。
精神科疾患患者等受入加算は、名称および点数に変更はありませんが、平日日中も算定対象に加わりました。一方、改定前の救急搬送看
護体制加算は廃止され、代わって施設基準のない「時間外救急搬送加算」が新設されました。この加算は、搬送された時間帯に応じて３
段階の点数が設定されています。
さらに、全く新たな点数として「救急外来緊急検査対応加算」が新設されました。これは平日日中および夜間・土曜・休日のいずれも算定
対象となり、点数は施設の体制や実績に応じて１・２の２段階となっています。
次に、図の下半分、救急搬送ではなくウオークインで受診した場合についてです。改定により「夜間休日救急医学管理料」が新設され、こ
の点数も施設の体制や実績に応じた３段階となっています。ちなみに図では夜間・土曜・休日となっていますが、この点数の対象となる
のは、その医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において救急外来を受診した患者です。救急外来緊急検査対応加算
については、救急搬送の場合と同じ点数が設定されています。
また、院内トリアージ実施料は「院内トリアージ実施体制加算」に名称が変更され、対象患者がトリアージ実施患者のみから、初診・再診
患者へと拡大されました。一方で、点数については大幅な減点となっています。

表は、救急搬送医学管理料１・２・３、夜間休日救急医学管理料１・２・３、救急外来緊急検査対応加算１・２について、主な施設基準
を比較したものです。
今回の改定では、救急搬送件数が多くの点数において施設基準に組み込まれましたが、これらの点数についても同様の扱いとなっていま
す。いずれの点数においても、最も高い点数である「1」の算定要件は、救急搬送件数が年間1,500件以上（人口20万人未満の地域では
1,200件以上）とされています。また、「2」の算定要件は800件以上（同640件以上）です。
救急搬送件数が800件未満の場合、救急外来緊急検査対応加算は算定できません。一方、救急搬送医学管理料および夜間休日救急医学
管理料については「3」の算定が可能ですが、点数はかなり低く設定されています。
また、検査体制やコメディカル職種の配置についても、これら３つの点数すべてに共通する施設基準として位置づけられています。

救急外来に関する点数の再編 新設点数の施設基準
改定前

夜間・土曜・休日

改定後

平日の日中 夜間・土曜・休日

救急搬送の場合

精神科疾患患者等受入加算 400点 精神科疾患患者等受入加算 400点

新設

対象
拡大

夜間休日救急搬送医学管理料
600点
（初診患者のみ）

救急搬送医学管理料
１：800点　２：600点　３：200点
（初診・再診患者）

救急搬送以外
の救急患者の
場合

出典： 厚労省ホームページ　令和８年度診療報酬改定説明資料　10. 救急医療・小児周産期医療 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001680843.pdf

出典：  厚労省ホームページ　令和８年度診療報酬改定について　個別改定項目について 

https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf　より作成

ア　地域の救急に関する会議への参加
イ　ウツタイン様式調査への協力

ウ　救急救命士の特定行為実施の指示要請への対応
エ　地域での連携体制構築等の検討会の開催

オ　救急救命士の病院実習の受入
カ　在宅医療関係者との協議の場への参加

※地域における活動
★ 人口20万人未満の地域

出典：厚労省ホームページ　令和８年度診療報酬改定について　個別改定項目について
　https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001655176.pdf　より作成

院内トリアージ実施料
300点（トリアージ実施患者のみ）

院内トリアージ実施体制加算
50点（初診・再診患者）

精神科疾患患者等受入加算 400点

救急外来緊急検査対応加算
１：300点　２：200点

夜間休日救急医学管理料
１：600点　２：400点　３：50点
（初診・再診患者）

救急搬送医学管理料１ 

（800点） 
夜間休日救急医学管理料１ 

（600点） 
救急外来緊急検査対応加算１ 

（300点）

救急搬送医学管理料２ 

（600点） 
夜間休日救急医学管理料２ 

（400点） 
救急外来緊急検査対応加算２ 

（200点）

救急搬送医学管理料３ 

（200点） 
夜間休日救急医学管理料３ 

（50点） 

お 

も 

な 

施 

設 

基 

準

対象施設
三次救急 or 二次救急 or  

精神科救急
三次救急 or 二次救急 or  

精神科救急
救急病院又 or  

救急診療所

救急搬送件数 1500件以上（1200件以上★） 800件以上（640件以上★） ー

救急外来専用診察室
・ベッド

要 要 ー

常時備える装置・器具
救急蘇生装置・除細動器・ 

心電計・呼吸循環監視装置
救急蘇生装置・除細動器・ 

心電計・呼吸循環監視装置
ー

専任の医師 要（5年以上経験２名以上） 要 ー

専任の看護師 要（複数が望ましい） 要 ー

緊急手術ができる体制 常時確保 ー ー

検査体制 血液検査・CT・MRI 常時実施可能
血液検査・CT 常時実施可能 

CTは呼び出し対応可
ー

コメディカルの配置
薬剤師・臨床検査技師・ 

診療放射線技師　常時配置
ー ー

院内職員向けの 

心肺蘇生又は外傷対
応の教育コース提供

年１回以上実施

年１回以上実施 

又は 

受講推奨を周知し受講状況を 

年１回以上把握

ー

BCP策定と災害訓練
の実施

要 要 ー

地域における活動※ いずれか２つ以上実施 いずれかを実施 ー

救急外来緊急検査対応加算
１：300点　２：200点

時間外救急搬送加算
休日等日中
200点

平日夜間
250点

休日等夜間
300点

救急搬送看護体制加算
１：400点　２：200点
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新設点数の施設基準のポイントである年間の救急搬送件数に応じて、今回の改定により、救急外来における患者1人あたりの点数がどの
ように変化するかを一覧にしました。なお、救急搬送件数以外の施設基準については考慮していない点にご留意ください。
上段は、救急搬送された患者の場合です。表の１行目および２行目に救急搬送件数を示しています。４ページの表に示したとおり、人口
20万人以上の医療圏と20万人未満の医療圏では基準となる搬送件数が異なるため、その点に注意が必要です。また、夜間・土曜・休日
に搬送された患者の場合と、平日日中に搬送された患者の場合に分けて整理しています。
該当する救急搬送件数の列の最下段には、今回改定による患者１人あたりの点数と金額の増減（プラス・マイナス）を記載しています。夜
間・土曜・休日に搬送された患者については、年間の救急搬送件数が800件未満の病院では、改定によりマイナスとなっています。これ
は、改定前に一律600点であった夜間休日救急搬送医学管理料が、改定により救急搬送件数に応じた３段階の救急搬送医学管理料へと
変更され、800件未満の場合は200点となったためです。一方、平日日中については、今回の改定で新たに評価対象となったことから、そ
の分の点数が上乗せされ、夜間・土曜・休日で生じるマイナス分を十分にカバーできると考えられます。
なお、改定前の救急搬送看護体制加算（夜間・土曜・休日が対象）は、救急搬送件数が1,000件以上で400点、200件以上で200点で
あったことから、本表でも1,000件および200件で列を分けて数値を示しています。この救急搬送看護体制加算は今回の改定で廃止さ
れたため、夜間・土曜・休日については、救急搬送件数が1,000件を超える病院では、1,000件未満の場合と比べて改定によるプラス幅
が小さくなる結果となっています。
下段は、救急搬送ではない患者の場合です。これは、当該医療機関が掲げる診療時間外、休日または深夜に救急外来を受診した患者を対
象とした点数です。こちらについても、該当する救急搬送件数の列の最下段に、今回改定による患者１人あたりの点数と金額の増減を示
しています。

改定前と改定後について、救急搬送の有無および時間帯ごとに、患者1人あたりの合計点数の範囲を比較した図です。
「最大」は、１・２・３といった段階設定のある点数や各種加算について、最も厳しい施設基準をすべて満たしたケースを指します。一方、
「最小」は、これらの施設基準を満たさないケースです。なお、時間帯によってのみ点数が決まる時間外救急搬送加算については、「最大」
は休日等夜間の場合の300点、「最小」は休日等日中の場合の200点として記載しています。実際には、この「最大」と「最小」の間にさま
ざまなケースが存在します。
改定前後の変化を見ると、まず救急搬送で夜間・土曜・休日の場合、救急搬送件数が1,500件以上（人口20万人未満の地域では1,200

件以上）の病院では、休日等夜間で患者1人あたり400点、平日日中では1,100点もの増加となります。
地域の医療機関間であらかじめ協議を行い、それぞれが得意とする対応パターンを分担することで、収益向上や働き方改革につながる可
能性があると考えられます。

救急外来　患者1人あたりの点数の範囲 救急外来　患者1人あたりの点数の詳細

最大1000点～最小600点

0点

300点

最大1400点～最小400点

最大1100点～最小200点

最大 950点～最小 50点

400点

300点

600点

300点 or 0点

300点*

300点

50点
300点

200点*600点

0点

出典： 厚労省ホームページ　令和８年度診療報酬改定について　医科点数表 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665292.pdf　より作成

救急搬送の 
場合

救急搬送以外
の救急患者の
場合★

改定前 改定後

800点

800点

600点

200点

200点

50点

夜間・土曜・休日に搬送された患者 平日日中に搬送された患者

年間の救急搬送件数 200未満 200～799 800～999
1000～

1499
1500以上 800未満 800～1499 1500以上

同上（人口20万人未満の地域の場合） 200未満 200～639 640～999
1000～

1199
1200以上 640未満 640～1199 1200以上

改定前 

点数

夜間休日救急搬送医学管理料＊ 600 600 600 600 600

救急搬送看護体制加算＊ 0 200 200 400 400

合計 600 800 800 1000 1000

改定後 

点数

救急搬送医学管理料＊ 200 200 600 600 800 200 600 800

時間外救急搬送加算※ 250 250 250 250 250 0 0 0

救急外来緊急検査対応加算＊ 0 0 200 200 300 0 200 300

合計 450 450 1050 1050 1350 200 800 1100

改定によるプラスマイナス（点） -150 -350 250 50 350 200 800 1100

改定によるプラスマイナス（金額） (1,500) (3,500) 2,500 500 3,500 2,000 8,000 11,000 

※）時間外救急搬送加算は、休日日中300点、平日夜間250点、休日夜間200点の３段階だが、中央値の250点を使用
＊）各診療報酬の点数については、施設基準のうち年間の救急搬送件数のみで切り分けており、他の施設基準については考慮せず

年間の救急搬送件数 800未満 800～1499 1500以上

同上（人口20万人未満の地域の場合） 640未満 640～1199 1200以上

改定前 

点数
院内トリアージ実施料 300 300 300

改定後 

点数

夜間休日救急医学管理料＊ 50 400 600

院内トリアージ実施体制加算 50 50 50

救急外来緊急検査対応加算＊ 0 200 300

合計 100 650 950

改定によるプラスマイナス（点） -200 350 650

改定によるプラスマイナス（金額） (2,000) 3,500 6,500 

★）当該医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において救急外来を受診した患者が対象

＊）各診療報酬の点数については、施設基準のうち年間の救急搬送件数のみで切り分けており、他の施設基準については考慮せず
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* 時間外救急搬送加算については 

「最大」では休日等夜間の場合の300点、 
「最小」では休日等日中の200点で記載
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